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し

淀 川 は 、 大 阪 の 風 物 を彩 う、 大 阪 の 歴 史 を 運 命 ず け た 大

河 で あ る。 一 音 も な え に は 、 千 石 船 に な じ っ て は な や か な

く らわ ん か 船 が 往 来 した 話 や 、 江 回 の 遊 女 や 長 柄 の 人 柱 、

河 内 。摂 津 を つ な い だ渡 し船 と河 畔 の渡 し寺 の こ と な どが

子 供 心 に、 美 しい 一 幅 の絵 と して 伝 え られ た し、 ま た一 部

は 、 この 眼 で み る こ と もで き た の で あ る 。

戦 後 、 こ ぅ した 淀 川 の 情 景 も大 き く変 ♭、 章 ゃ 蒲 の 河 畔

は 次 第 に 整 備 さ れ 、 釣 人 もそ の 姿 を 次 第 に 消 し、 尺 余 の 大

鯉 の み られ た 清 流 も周 辺 の 開 発 の 中 で と もす る と汚 濁 す る

傾 向 が つ よ くな っ て 来 た の で あ る 。 こ う した 情 勢 lrc鑑 み 建

設 省 で は、 淀 川 の 流 路 を 提 塘 敷 内 で 変 更 し掘 穿 す る と と も

に 、 低 水 路 を整 備 しそ の 公 開・ 活 用 を は か ♭、 新 らた に地

域 住 民 との 連 関 を つ よ め る よ う計 画 。実 施 .さ れ る に至 っ た 。

しか し、 こ 少 した 事 業 の 実 施 に と もな い 、 実 に数 多 い 遺

跡 。遺 物 が 堤 塘 敷 内 に 含 衰 れ て い る こ とが 判 っ て 来 た うえ

そ れ らの 支 物 が 、 縄 文 時 代 よ つ明 治 時 代 な で の 長 きに わ た

り、 集 落 、 墓 地 、 寺 院 馬 宿 場 な ど の 各 種 の生 活 の場 で あ っ

た こ とが 理 解 さ れ る よ うに な っ て 来 た の で あ る 。 今 回、 建

設 省 、 文 化 庁 、 大 阪 府 教 育 委 員 会 、 高 槻 市 教 育 委 員 会 の 四

者 が 再 三 、 再 四 協 議 した 結 果 、 ま ず 、 高 槻 市 柱 本 地 先 に 所

在 す る本 遺 跡 を試 掘 調 査 し、 そ の
‐
成 果 を み た 少え 、 広 汎 な

本 遺 跡 の 本 格 的 な調 査 や 、 他 の 諸 遺 跡 に と う 〈む こ と と な

つ た o淀 川 とい う大 河 に 接 し、 多 量 の 出 水 の 中 で の 調 査 と

い う悪 条 件 だ け に非 常 な危 険 を 予 測 した し、 厚 い 堆 積 砂 層

と の 戦 い に も一 沫 の 不 安 が あ った が、 幸 い 、 調 査 担 当 者 た

きがは



口

l.本 書 は、 柱 本 遺 跡 調 査 会 が 、 建 設 省 近

畿 地 方 建設 局 よ うの委 託 事 業 (総 額 7,163,

000円 )と して担 当 実施 した高 槻 市 柱 本 所

在 淀 川低 水 路 敷 内・ 柱 本 遺 跡 の試 掘調 査 事 業

の概 要 報 告 書 で あ る。

2。 調 査 は、 柱 本 遺 跡 調 査 会 理 事 藤 沢一 夫

・ 原 日正三 .調 査 部長 水 野 正 好・ 調 査 員 冨 成

哲 也 を担 当 者 と し、 昭和 47年 2月 15日 着

手 し、 昭和 47年 3月 31日 、 終 了 した。 こ

の 間 、 大 阪 府 教 育 委 員 会 、 高 槻 市教 育 委 員 会

をは じめ、 近 畿 地 方 建 設 局 水 政 課・ 建 設省 淀

川 工 事 事 務 所 、 同高 槻 工 事 区 の 協 力 を え た ほ

か、 調 査 の実 際 に あた って は地 元 栗 田組 か ら

種 々の援 助 を うけ た 。 こ こに記 して厚 く感 謝

の意 を表 す る もの で あ る。

3.本 調 査 に あた って は、 写 真 、 実 測 図 な

どの 記 録 を作 成 した 。 広 く利 用 さ れ る こ とを

希望 した い。

例





高槻市・ 柱本遺跡試掘調査概要

第 1章  淀川改修事業と柱本遺跡発見の経緯

淀川では、明治以後、 2回 にわた る大改修工事をは じめとして、低水工事や

維持工事が間断 な く行なわれて きたが、現在、昭和 14年か ら始め られた「 淀

川修補工事」が継続 中である。本工事の計画高水流量は 6 9 5 0ma/sと され

て きたが、昭和 28年 9月 の台風 13号 に よる出水は、はるかにこの数字 を上

廻 ♭各地 で堤防決壊の惨事を招いたoそ の結果、昭和 29年 に、「淀川水系改

修基本計画」 がたて られ、その基本高水 として、台風 13号｀
の出水高 との検討

か ら8,650n3/sが 決め られた。この計画では、単 irc洪 水防止 をはかるだけ

ではな く、都市用水や発電、利水な どの事情 をも勘案 して、上流ダム群 に よっ

て洪水調節を行 う結果、三川合流点以下の淀川本流では 6.950∬/Sと いっ

た、従来の計画高水流量 を変える必要のない もの と考 えて、工事 も計画変更す

ることな く続け られたので あつた。 こうして淀川上流部では、天 ケ瀬グム`、高

山ダム、青蓮寺グムなどの各ダムが竣功 し、下流部の築堤護岸工事 も次第 に整

備 されるに至 ったのである。

ところが、最近の 10年 lrdど の間に、基準地点である枚方で計画水位 をこえ

る出水がたびたび あつ、 この結果、当時 100年 確率洪水であると算定 されて

きた 8,650m9/Sは 、今 日では 50年確率 と推定 され るにいた り、淀川の安

全度 の目標 としては低す ぎることが明白 とな つ、加えて、昭和 40年 9月 の 2

4号台風 に よる出水は、現在 の計画高水流量 と同量の流量であつなが ら、計画

高水位は 40糎 も上 なわってか つ、河積が計画 よう不足 していることが判明 し

たのである。この ような流量の増加は、沿川諸都市の宅地開発が進展 し、上流

部や支川の改修 の進捗 に ともなう遊水、氾 らんの減少が考え られ るが、 いずれ

にせ よ、 こうした傾向は将来 に向 って衰す衰す著 しくなるものと思われ、淀川

の危険度 も従 ってなすます増加することが予測 される とうになったのである。
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い うなで もな く、 淀川沿岸 には、大阪、京都をは じめ、数 多 くの都市群が連

な り、一 旦、洪水による氾濫がか これば、大 きな影響を与え、国家的危機を招

〈結果 を生ずるのであり、淀川の氾濫 は決 して起 してはならないのであって、

流量 の改訂、工事計画の改訂が必然視されるに至 った。 こうした観点か らの検

討 に よって、 淀川本川 (枚方 )に 対 して 1/200、 本津川 (加茂 )・ 桂川 (

羽束師 )、 宇治川 (宇治 )に対 して 1/150、 上流部に対 しては 1/100

の超過確率 になる よう計画することとし、既設、計画ダムの洪水調節 を考慮 し、

河川 名 現計画高水流量 (A) 新計画高水流量 (B) B/A

木津川

宇治川

桂 川

淀 川

4650m3/s

9 0 0 me/S

2780爾 /S

6950m3/s

6 1 0 0ma/S

1 5 0 0me/s

5100m3/s

2 0 0 0ma/S

l.31

1.65

1.83

1.73

とす るよう計画され るに至 った。

こうした、流量改訂の結果、 淀川の河道で 1 2 0 00me/Sを 流下させるた

めには、引堤を して川幅 を拡げ ることは不得策である うえ、不可能 に近い こと

が明白であり、一方、淀川はむか しか ら、京都 。大阪間を結ぶ主要交通路であ

って舟運が盛ん であったため、その水路の維持 は各時代 にわた って行なわれて

きた し、 明治以降 も低水路は沈床や捨石に よって巾約 120米 に固定され、水

深 も舟違に必要な 1.2米を確保 してきた。こうした歴史的な性格か ら、低水路

の洪水流量負担は全体の 2/3以上 とする既成の概念か らみると、淀川の場合

ははるかに少い 多え、淀川低水路部分の疎通能力は、河床が相当下 つた現在で

も約 5 0 0me/Sしかないので、 中小程度の洪水でも高水敷が冠水する結果を

生み出 している。そのうえ、決水流の流路心と低水路法線が一致 していない部

分が多く、洪水のたびに流水が高水敷の上を斜走 し掘 つ洗 うため、高水敷は荒

廃する傾向がつよめられたのである。

さ らに、近年、河床の低下、堤防の漏水、支川の流量増 と天丼川の問題、あ

るいは、周辺都市の内水排除、河川砂利需要の増大、高水敷の高度の利用など
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を考慮すると、低水路部分を拡大 して河積 を増大す る方式が、現在の流量増に

即応 し、以上の問題の解決 に最適 と考 え られたのであった。

こうした低水路の掘削拡大 にあたって、現在行 なわれ てい る方法 として、 ま

ず、平面形 として、昭和 40年 25号台風 の出水の表面流速線を参考 として洪

水流心 と低水路法線がなるべ 〈一 致す るよ少に定め、現在の低水路が、堤防間

を蛇行 し、堤防に接近 しす ぎた水衝部 となっているところは、堤防の安全 をも

考慮 して、低水路 を川の中央、すなわち、左右両堤防の中央部 1/C移 動させ るこ

ととし、併せて、縦断にかいて も、河積の必要量 と河床の経年変化、三 川合流

点 の取付関係を併せ考え、長柄地点で OP-3,と し、 これか ら三川合流点な

では 1/4000、 長柄か ら下流については 1/10,000の 河床勾配 とす る

こととなり、さ らに低水路護岸の実施に あた ってはさ らrc将 来、 1米 の河床低

下をみ こむこととして計画されてい るし、横断形にあって も.新計画の 120

00m9/Sを 安全 に流下させ るために、低水路の幅員 を、洪水時、平水時の水

深、高水敷利用 の問題 などか ら300米 と決定 された。 この低水路の両岸は護

岸を設け ることを原貝」とし、 高水敷は、長柄で OP+4秘 とし、計画河床勾配

と同 じ勾配をとるよう計画されてか つ、現在 よ♭相当に高いもの となるものと

された。 こ多した計画 1/Cも とづいて、低水路内だけで4200m3/sの 流下が

可能であり、高水敷 の冠水は、 3年 に 1度 〈らい となり、高水敷の利用度が一

層高め うることとなったのである。

淀川低水路整備事業は、以上 のよう宏概要 をもって、すでに昭和 43年 よつ

着手 されて来 た。 こうした淀川低水路整備事業 については、事業 を実施する建

設省か ら、文化庁、大阪府教育委員会 との間に協議が もたれず、全 く、建設省

の年次計画に もとづいて、事業がすすめ られて来たため、本事業については関

知す ることができなか った。従 って、 遺跡の存否な り、推察される遺跡の分布

については、事前の分布調査や、文献調査す ら行なわれず、最悪 の情況 の中で

遺跡の発見が行 なわれた。

淀川の北岸、高槻市柱本地先河川敦内にかける低水路整準 1/C伴 い多 くの遺物

が、高水敷の掘 削にあた って発見され、一部の遺物が工事関係者の注 目をひい
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てはいたが、文化財の十分な理解がない ところか ら、一括保管 されるところと

はなって も、文化財関係機関への通報は行なわれ なか った。 この間、高槻市所

住、大阪府文化 財愛護推進委員島谷稔氏は、 この柱本地先河川敷内か らの遺物

発見の情報 を知 り、 自か ら現地の砂利 選別機 なつ、掘穿機の側にあって遺物 の

発見を確認 し、内に、数多い弥生時代の上器か ら中世に至 る土器、陶器、 ある

いは、江戸時代以降になで使われていた 《
くらわんか茶婉

″ にまで及ボ各時期

の遺物が含なれていること、 また、多 くの木片にな じって加工木材が あつ、木

器 を検 出する可能性のつ とい こと、 あるいは、鉄製大刀 l振 を完形 に近い形状

で発見 し、単に集落跡 と考 え られるだけでな く、複雑 な性格 を内蔵す る遺跡で

あろ うことを高槻市教育委員会、及び、大阪府教育委員会に通報されたのであ

って、昭和 46年 3月 26日 衰での採集品を所轄、高槻警察署長 あて提出され

たので ある。大阪府教育委員会は、 ただちに、 この事実 を、建設省、及び建設

省淀川工事事務所 lrc連絡 し、既往 の遺物を散逸す ることな く収集保管す るよう

指示 し、 併せて、土地所有者 として遺跡発見届を提出す るよう連絡 をとった。

結果、建設省淀川工事事務所に一且既往発見 の遺物 を集 め、高槻警察署長 あて

届出るとともに、昭和 46年 3月 31日 付け近建水 258号 でもって、近畿地

方建設局長名 でもって、文化庁長官 あて、遺跡発見届の提出をみ るに至 ♭、 こ

こに、柱本遺跡の出現 となったので ある。

第 2章 柱 本 遺 跡 の 調 査 に至 る経 過

遺跡発見届の提出に ともない、大阪府教育委員会では、本遺跡の重要性 にか

んがみ、 この届出を文化庁あて進達するにあた つ、近畿地方建設局に対 し、柱

本遺跡の推定範囲内にかける低水路整備事業 を中止す るよう申 し入れ、建設省

近畿地方建設局、同淀川工事事務所、大阪府教育委員会、高槻市教育委員会四

者立合いのもとに、推定され る柱本遺跡の範囲を漸定的 に定め、 この範囲rc所

在 した砂利採取機 を他地域に移転す ることとし、一応、現実の砂壊か らは護 る

ことができるに至 った。この間、過去 の淀川他地区にかいて、例えば、守国市

八雲地区 な どにかいて、すでに多量 の遺物が検 出され、その I部が守 口市教 育
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委員会に届け られている事実や、建設省に も、若千の遺物が斉 らされ ているこ

とが明白にな った。 このため、大阪府教育委員会では、文化庁 あて、遺跡発見

届を進達するに当 ♭、

1.高槻市柱本遺跡の取扱 いについて

A 遺跡発見届の提出と同時に、 当該部分の工事を中止 してい るため、早

急 に発掘調査 を実施す る必要がある。建設省・ 文化庁間の覚書 きに準 じて実

施 しうるよう建設省 と協議ねがいたい。

B 現在、工事 を中止 している以外の地域に遺跡のひろが る場合 もあるた

め、現地 に 1名 、土砂撰別地点に 1名、計 2名 の遺物採集・ 監視人 をつける

よ多指示されたい。

2.以前に発見 されている遺跡の取扱いについて

A すでに工事を完了 しているため、現在淀川工事事務所 などに保管され

ているかな ♭量の遺物について、整理調査 と保存管理 について指示されたい。

B なか、すでに工事 中、遺物の発見 されている遺跡については、現在、

所定の埋蔵文化財発見届、遺跡発見届を提出する よう、建設省 あて指導中で

あ つます。

3.今後、発見される遺跡 の取扱 いにつ いて

A 文化庁・ 建設省間の覚え書 きに準ずる調査の実施について予め十分な

協議 をお こなわれたい。

B 淀川低水路整備事業に よる発見遺物の整理 と、建設省に よる保管施設

の用意について、十分協議 をかねがい したい。

とい う3項 目を目1申 進達す ることとなつた。元来、本遺跡はその重要性 にか

んがみ保存の対策 をとるべ きものと思料されるのであるが、淀川低水路敷の計

画高水量が、現計画高の 1,73倍にあたる 12,0 0 0 meと い う水量 であること

や、その流路を左・ 右両岸の中央を流す ことな く、 1方 に寄せて流路 を設計す

ることは、洪水 のたびに、高水敷の上 を走 う、保存すべ きこの遺跡 を削平 して
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結果的 には、流失 して しま う危険が大 きい と考え られ ること、また、今回の流

路河道 の変更 によ♭失 なわれ る面積は大 きい として も、なか遺跡は残存す るこ

とが十分考え られることが考え られたためである。

こうした、検討の結果の副申進達 rc対 して、昭和 46年 5月 1日 付、委保第

5の 432号 でもって、文化庁か ら、建設省近畿地方建設局長 あて、下記 のと

か ♭通知があ った。以下 に内容を記す と

昭和 46年 3月 31日 付け建近水第 258号 で届出の下記の遺跡 lrcっ ぃて

は文化財保護法の趣 旨を尊重され、大阪府教育委員会 と協議 の多え、事前に

発掘調査 を実施 して ください。なか、工事進行中の地域における遺物の採集

にあた って も、大阪府教育委員会 と協議 して適切 な方法で実施 し、既発見遺

物 をぶ 〈めて、その整理調査 と保存管理について遺赤 のない ま多ご措置 くだ

さい。なた、当該地以外 の淀川河川敷にかいて、遺跡等の発見があった場合

rCは 、文化財法護法第 84条 の規定に よる発見届を提出の うえ、その措置に

ついて当庁の指示 を うけるよう願いなす。

記

高 槻 市 柱 本 地 先 所 在 遺 跡

との内容であり、大阪府教育委員会は、 この内容を近畿地方建設局長 あて通

知す るとともに、文化庁の指示す る事項 について、大阪府教育委員会 と十分協

議 をす るよ少意見を副えるところが あった。

その後、建設省側 では、柱本遺跡 と推測 される範囲内の砂利採取は、完全に

中止 し、他所 なり、遺跡外か ら運搬される土砂 を投別 する撰別機 のみを残 して

遺跡は一 時的 に凍結されることとなった。 この間、枚方市、島本町、寝屋川市

をは じめ、守口市 などで、規模 こそ小 さい ものの、やは ♭遺物の検出があり、

遺跡発見届 の提出がか こなわれ るなど、従来 の「淀川河川敷内」 とい う、 かま

そ遺跡の存在が考えがたい通念 を打 ちやぶ る結果 を生み出す に至 った。

この間、大阪府教育委員会、高槻市教育委員会、建設省間では、一、三度協
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戸

議をも ったが、淀川 の河道水位 の高 い夏期の発掘調査は非常にむつか しいとの

ことであり、 しば らくは調査の方法な り時期、組織などについて協議が進んだ

にすぎなかった。ただ、その間の協議において、柱本遺跡につ いては、まず昭

和 46年度は、淀川河道に接す る地点におけ る遺跡σ)調 査が可能であ るか否か

を検討するため、試掘調査のみを実施 し、 もし可能 な場合は、 47年度以降に

実施す ることが決 まるとともに、既発見遺跡中、発見遺物の量の多い高槻市柱

本遺跡、および守国市八雲遺跡の遺物 の整理を実施す る計画をたてることとな

り、その所要経費の積算が求 められるに至 った。大阪府教育委員会では、 こう

した要請にもとずいて、高槻市柱本遺跡の試掘調査については 750万 円、同

遺跡の遺物整理事業 としては 2oo万 円、 守国市八雲遺跡発見遺物の整理事業

として 150万 円を必要 とするむね、昭和 46年 10,月 5日 付けで通知 したの

であ る。

こう tノ た、経過の結果、昭和 46年度事業 としては、 まず、柱本遺跡の試掘

調査事業を実施す ることになり、近畿地方建設局長よ り大阪府教育委員会あて

高槻市柱本遺跡等 の調査・ 整理について、その実施 を大阪府知事に委託 したい

旨の打診が、昭和 46年 ll月 4日 付けでなされ るに至 った。 しか し、大阪府

教育委員会では、予算手続上、また事業を実施す る時期が国庫補 助事業をはじ

め最 も発掘調査の数の多 い時期であり、直接施行する ことがむつか しいため、

これが受託 については不可能 と考え、高槻市教育委員会 と再三にわた り、調査

会を構成 し、事業を受託す る方向で検討せざるをえな くな り、両者の協議の成

立の もとに、「 柱本遺跡調査会 」を発足 させ、 この調査において受託 し、事業

の実施を計画す ることとなった。ただ、その過程にあって、本調査会は、柱本

遺跡の試掘調査のみを実施することとし、守国市八雲遺跡や高槻市柱本遺跡な

ど既発見遺物の整理事業については、建設省において所要経費の計上がなか っ

た こともあって、実施せず、機会を改めて実施す ることとした。

幸 い、建設省 においても、 この間 の事情 を了承 され、昭和 47年 1月 20日 、

「 柱本遺跡調査会 」の発足 とともに、委託契約 が結ばれ る運びとな り、 ここに

事業着手の第 1歩 をふみだ したのである。
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「 柱本遺跡調査会 」の発足後、ただちに建設省近畿地方建設局 より事業が委

託 され、調査は、昭和 47年 2月 15日 に着手 し、昭和 47年 3月 31日 、全

事業を終了 した。 この間の「 柱本遺跡調査会 」に対 しては、近畿地方建設局・

淀川工事事務所 。地元栗田組 (社長栗 田力氏 )を 始め、建設省高槻工事事務所

各位の協力をえたはか、写真撮影などについては、高橋猪之介氏 の援助を うけ

無事、事業を完了することができた。以下に、「 柱本遺跡調査会 」の構成を記

してお きたい。

柱 本 遺 跡 調 査 会 ・ 組 織 表

職  名 氏 名 歴経

理 事 長

副理事 長

事務 局長

理   事

理   事

理   事

理  事

理   事

監  事

監  事

事務 部長

事 務 員

調査部 長

調 査 員

調 査 員

入谷唯一郎

中島米 次郎

中島米 次郎

藤 沢 一夫

横 山  豊

原 日 正三

奥野  岡1信

新 出 昭治

黒 田 栄次

平井  正吾

曾 山 武 弘

寺 田 貞夫

水野 正好

富也 哲 也

奥野  義雄

高槻市教育委員会教育長

大阪府教育委員会文化財保護課長

大阪府文化財専門委員

高槻市文化財保護審議会委員長

高槻市文化 財保護審議会委員

高槻市教育委員会指導部長

高槻市教育委員会社会教育課長

大阪府 教育委員会総務課長

高槻市教育委員会管理部長

大阪府教育委員会文化財保護課記念物係長

高槻市教育委員会社会教育課事務吏員

大阪府教育委員会文化財保護課記念物係主査

高槻 市教育委員会社会教育課技術吏員

元興寺仏教民俗資料研究所非常勤研究員
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「

第 3章 調 査 の 目 的 と そ の 方 法

今回の柱本遺跡の調査は、試掘調査である。柱本遺跡は、その低水路整備工

事 中の所見では、流域 にそって約 5oO米 の河岸か ら遺物か ら滞い出されてい

るため、 この範囲 に合 まれていることが知 られていたが、具体的な遺構なり、

遺物の包合状況は不明であった。発見 された遺物に、黒色有機上層の土が こび

りついていた り、裾 色の地山状 の上層の上が附着 した例がみられ、砂層に まじ

り、有機質黒色土層や、地山上の包合層の存在す ることが推察 されたのである。

今回の調査は、今後、本格的に本遺跡をはじめ、淀川低水路整備事業により

発見される諸遺跡を、果 して淀川本流に接す る地において、類 しい途 水.流入

水 と対抗 しながら調査を行 うことができるか どうか、 また、砂利の厚 い層の排

上を行い、果 して遺構を調査 し、遺物を とりあげ ることが可能であるか どうか

が問われたのであった。

柱本遺跡に対 して行 った試掘調査は、まず、大阪府教育委員会、建設省、高

槻市教育委員会 と協議 して、一時、低水路 整備事業を中止 した範囲のなかにあ

って、下流に最 も近 い地点 に 2ケ所 の試掘坑を設定 し、 1ケ 所の試掘坑 を中心

部 に近い と思われ る地点 に穿つ こととなった。遺跡のひろが りが どのようであ

るかを詳細 を知 るには、本格的調査をまつ以外にはないが、今 回の調査は、遺

跡の範囲が、従前、低水路整備事業による河道掘穿工事 中の掘穿重機 による際

の上工の記憶や、土砂選別機にかか って採集 され る遺物 を合んだ土砂 の原点 を

聞 く以外になか ったのに対 し、なるべ く、遺跡 の端を知 りうるよう、遺跡の中

で も最 も下流に近い西端部で掘穿 し、その範囲を限定 したい と考えた のと、 こ

の、一時工事を中止 した地区の中で西端は、 この低水路整備事業による影響を

最 もつ よくうけるところであり、追 って削平 され る幅員 が最も広い ところで も

あるため、この地点に 2ケ 所を設定 したのであり、ほば、遺跡の西隅が、現在

の工事中止範囲に納 まるか否かを確めたのである。 また、中央部 に穿った 1試

掘坑は、本遺跡の一劃 において包合層の実際を うかがい、遺跡 の性格を うかが

うとともに、層序 の検討 を通 じて本格的調査に具えての基本的資料をえようと

J
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す るものであった。

今回の 3地点の試掘坑は、直接には、試 掘調査であ り、本格的調査にそなえ

るものであった。遺跡の範囲を限定 し、層序を確定 し、遺構、遺物を明確にす

るとともに、遺跡 の性格を確め るものであったし、 こうした 目的については今

回、別項にのべた ような興味ある成果をあげ ることができたのであった。

ところで今回の調査の目的は、 いま一つ、果 して、河道、 しかも大河淀川の

河道 に接 した、厚 い砂利層下にある遺構が、 いかにして発掘調査 しうるか とい

う点にあった。 当初 の、大阪府教育委員会 と建設省の協議時点では、河川敷内

での調査事業は不時の出水による高水位 なり、降雨による高水位 に多分に災 さ

れ る可能性がつ よく、極めて危院度が高い こと、地表下 より遺構面までの厚 い

准積砂層 を通じての途水や流入水、 あるいは、試掘坑底からの吹上げ水が、河

道に近いだけに大 きく、恐 らく試掘調査だけでな く、本格調査は到底不可能 と

す る見解がつ よく、多 くを望め ないことが、建設省側から常 に提示 されてきた

のであ った。それだけに、今回の試掘調査は、 いかなる方法をとるか、いかな

る地点 を選択するかが一つの問題点であった。

今回の試掘調査 はれなるべ く河道 に近 い地点に設定することにあえてぶみ き

ったのは、今後、河道内の発掘調査す ら必要 となる可能性 がつ よいこと、河道

か ら離れれば離れるほど、発掘調査の実施は可能性が増大すると考えられ るか

らであった。現実1=堤防に近い高水敷につ いては、伏流 水の浸透度はかなり低

減 し、 また、堤防敷の外、現在 の柱本集落ではる他の諸集落 と同じように直接

川による大 きな伏流、地下 水の浸透はみ られない状況の ようである。今回の試

掘調査は、 こうした点に注 目して、河道 より 10米 はずした地点、やや河道か

ら離れ、20米 をはかる地点に位置を定めたのである。今回、 この地点 でとっ

た発掘坑 の構造では河道内ではむつか しいものの、調査前に危倶 されていたよ

うな流入水や途 出水については十分送断 が可能であ り、河道 に近い地点ならば

調査 は十分可能であることを知 りえたのであ り、今後の本格的な調査 の実施は、

今回試みた構造を若千、改めるならば可能であるとの結論 を引き出 しえた もの

と信 じている。

-10-

L



さて、今回、実施 した試掘調査坑の工法 については、当初、 (1)、 広い範囲を

グル ドーデーなリユンボにより、ゆ るやかな傾斜をつけながら、狭少な面積に

はなるものの深 く掘 り下げ、調査関係者が立入れ るように掘 る場合。 2)、 鋼

矢板 を深 くうけ こみ、その内部を重機により排土 し、適宜、遺構面に近づ き、

のち可能ならば人力でもって遺構面を掘 り出 し、遺物を検出す る場合。 ただ し

流入水な り、途 出水の多量の場合は、重機をもって遺構面まで掘穿 し、慎重に

層位を検討 し、遺構の有無を判断 しなが ら、遺物のみを とりあげ ざるをえない

場合 も考 えられた。 偲)、 鋼矢板 を打 ちこみ、その周囲に クエポンを埋設 し、

流入水や、途水を鋼矢板以前に排 水 して、試掘坑の条件 を整え、包合層までは

重機で排上 し、のちは人力を もって遺構・遺物 を調査する場合。 催)二 重に

鋼矢板を打ち こみ、 その間 の上砂を排 出し、逆 にこの二重の鋼矢板 の間隔に粘

質土 な り、耐水用上 を掲込み、十分に流入水、温水の浸入をぶせ ぎ、その内部

を重機 を使用 し、包合層上面まで排上 し、のち人力により遺構、遺物を検出す

る場合.の 4工法を検討 したのである。

これ ら4工法の うち、 (1)に ついては、非常にゆ るやか な傾斜をつけない限

り、高水位な り、流入水については問題 が多 く、 しか も排土量のおびただしさ

に くらべ、調査 しうる面積は極めて少 くと比較的効率が悪 く、 しか も、万―の

事 故を考えると危険度が高いことか ら、 また、 ほ)の 上法については、 クエポ

ンの設置を行った場合、経費の増が大 きく、試掘調査の経費 としてはかな りの

大 きな額を用意せねばな らない うえ、その効率は、 この河道接地 とい う条件 の

場合の効率が果 してどこまであが るのか見極めがつかない点に問題があったた

め、 この工法を次善の案 として用意したのである。現実には、高槻市上牧に所

在 す る上牧遺跡の調査にあたっては、 このクエボ ンを使用 し、実効を見てい る

が、今回は以上の理由で使 用するに至 らなかったのであ る。 また 性)の場合 に

は、鋼矢板を倍以上必要と し、その工事が大変 なうえ、時間的にもか なりの期

間を必要 とするうえ、その経費が試掘調査の枠をはみでる巨額なもの となるこ

とが考えられた。結果、われわれ としては、 2)の工法をとることとしてその

経過をみることとしたのである。
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こうして、今回実施 した工法は、第 1地点では、一辺 10米 の試掘抗 として

四周に、長 さ13米の鋼矢板を用意 して、地上に 1米 前後 を残 し、 12米 平均

で打ちこむ方法を とり、約 2米掘 り下げた ところで、支保梁をめ ぐらし、 さら

に 6米 まで掘 り下げた時点で、 さらに一段 の支保梁をは り、試掘坑 のひずみや

鋼矢板のはずれ、ゆがみ、反 りをぶせ ぐ手法をとり、約 8米前後まで、全体を

機械掘 りしたが、流入水や冷 水は強力なバーナカ 7L/ポ ンプ 2本 併用の こともあ

っては とんどが排 水しえた。ただ、鋼矢板 に次第にひずみが生 じ、試掘坑の外

隅に上砂が坑内に流入す るところから生ず る大 きな陥落が生 じ、土袋等を使用

して埋戻す事態があったはかは順調で あった。ただ 8米 以下に及ぶ と、鋼矢板

の長 さとの関係 もあり、 ll米 まで、 中心部を掘穿 し、遺構の有無 と確認す る

に とどめた。第 2号地点 も、一辺 6米四方の試掘坑 とし、第 3号地点は、一辺

10米 四方の試掘坑 とし、同様 な工法で もって実施 した。

今回の工法は、一応、 8～ 9米 前後の深 さまでの掘穿については全面的な調

査が可能 であり、 それ以下の深 さとなると、鋼矢板 を 15米 、あるいは 25米

規格の資材を使用 しないか ぎり問題 の生ず ることが判 った。支保梁を二段に入

れ ることは非常に有効であるが、 とくに今回、四隅に隅鋼材を使用 しなかった

ため、 この隅か らの上 砂、流水の流入がはげ しく、ひずみの遠因にもなった と

思料 され るのであ り、今後は隅鋼板 を用い、一層の堅牢 を期す ることを考 えて

いる。 なお、河道 より 10米離れた第 1号 地点、 5米 離れた第 2号地点にあっ

ても、強力なバーナカルポ ンプを 1～ 2本使用すれば排 水の可能 なことは今回

十分証明 しえた ところである。

一応、鋼矢板打込工法に よる調査の実施は、今回の試掘で可能性が明確に う

らずけられ るに至 った。 ただ、 面積が狭少で あっただけに、今後広範囲な発掘

坑をどのように支保染をめ ぐらし、 ひずみの減少 をはか るかを検討す るととも

に、危険時におけ る坑内か らの緊急脱 出の施設 なり、遺物等の地上への搬 出の

施設などの設置が十分に配慮 されねばならない ことが明瞭 となったのである。

もし、経費的に可能 な場合 には、 (引 な り 性)な りの工法の検討や、折哀 な

ども配慮 が必要 となろ うか と考え られ るのである。
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「

第 4章 柱 本 遺 跡 の 位 置 と 残 境

柱本遺跡は、高槻市の南端、柱本集落、三島江集落の地先、淀川河川敷内に

み られ る遺跡で あるが、 そのひろが りは、高蜆市柱本や二島江の現集落から対

岸 の枚方市出回、あるいは寝屋川市木屋木町にまで及ぶ HJ能性がつ よい。

自然地理的にこの遺跡の所在地を検討す ると、高槻 市の北域を東西に走 る岡

本古曾部 の低丘陵か らゆ るやかに淀川敷にむか って南へ傾 斜す るその斜面を、

古曾部、岡本間を開析 して、南流 し、淀川に合流す る芥川が断ち切ってお り、

その流路 にそ って、微高地が形成 され、東西の分断を果 している。芥川の車に

は古曾部の低丘陵か らのびた微高地 があり、古曾部天神社 よリー路直線に南下

す る古道をその高地 の中央に設けてお り、その東の台地上に著名 な高槻城が築

かれているのである。早 く調査 されて著名な安満遺跡 も、 この古曾 部か らのび

た微高地 の東、安満丘陵か らのびた微高地 の西側斜面 との間にみ られる平坦地

形 上にの るものであ り、初期弥生時代農村の川合地形を利用す る典型とみられ

るのである。 こうした芥川東方の空間の最低地の遺跡 としては、最近、淀川低

水路 整備事業の進捗 に より、柱本遺跡以降発見 された高槻市大塚・ 番田間地先

淀川河川敷内の番田遺跡があげ られ る。枚方大橋 の上流 にあたる本遺跡は、芥

川・ 檜尾川間の最 も低標高地に立地す るものであ り、性格も縄文時代 よりはじ

まり、各期をへて江戸時代 にまで至 る遺物 を出し、恐 らく柱木遺跡 と相似た性

格 の集落跡 と考え られるのであ る。

芥川の西方については、芥川の形成す る微高地が、流域ぞいにのびるが、西

方には次第にその高 さを減ずる一方、穂積丘陵や阿武山丘陵か ら降 り、複雑に

入 りこんだ地形は、安威川、佐保川の開析に よリー段 と複雑 さを ましているが

基本的には西南か ら東北へ地形が等高 をたどり、 とくに淀川に近づ くにつれ、

複雑 な地形 の入 りこみは消え、 なめ らかな傾斜をた どることとなるのである。

茨木 市沢良宜、平田をへて高槻市 目垣 に至る 5米 の標高を示す等高線はそ うし

た地形 を端的に示すものである。 ところが、 この地形 は芥川の西に近い鮎川、

唐崎に近づ くと一旦大 きく北へ くばみ、やがて芥川の微高地形に移 るのであ り
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大 きく南下 して、柱人 の集落にのびるのである。

ところで、淀川南岸の枚方・ 寝屋 川市域 について検討す ると、枚方、 中振、

郡、秦 の集落を西麓 にもつ枚方丘陵が南北に縦走 しており、その傾斜は西方の

平地にお りても、秦から平地に至 る間に若千 の西への微高地 をみ る以外、縦走

す る等高線がつ らなるのみである。 そ ういった意味では淀川北岸 の複雑な地形

とは好対照 となっている。 しか し、淀川に接 した枚方か ら中振にかけてはこう

した等高線を とらず、中振では西に折れて淀川の形成す る堆積微高地 上を走 る

こととなるのである。

枚方 市中振地先か らのびた 5米 の等高線と、 さきにのべた芥川西端にのびる

5米 の等高線の結 ばれ るのが、 この柱本遺跡の所在地である。 い うなれば、 こ

の 5米等高線は、 ″
摂津 と河内

〃
をつなぐ等高線であり、淀川、 芥川の合流に

よる多量の上砂の准積 もあるものの、地形的には、 この柱本の地が、微高地の

先端 にあたることとなるのである。柱本遺跡は、 この微高地 の先端 にあたる 5

米 の等高線上にのる重要な遺跡であ り、 しか も、その先端か ら微高地中央か ら

東南傾斜面によって営なまれた集落跡であろうと考えられ るのであり、大阪平

野の低湿部にのぞむ微高地 のいくつか と立地を同じくす るのである。

同様 な地 に立地す る遺跡 としては、た とえば、 さきの番田遺跡をはじめ、大

阪城の東に接する森の宮還跡、東大阪市の瓜生堂遺跡など、 5米等高線につ ら

な る遺跡が最近、急激に発見 されてお り、 このイまか、守 国市長池 遺跡、同八雲

遺跡や大阪市旭区の森小路遺跡など標高 2～ 3米 に位置 している遺跡が僅かた

しられてい るにすぎない。

柱本遺跡は、淀川、芥川の合流地にみられる微地形の高地 の先端に所在する

ことは明白である。 しか し、 この事実はあくまで、現在 の時点での地形 であっ

て、淀川、芥川の合流点 という特殊 な事情が、縄文時代 な り弥生 時代.あ るい

は中世に まで遡 りうるかいなかは明きらかでない。今回の柱本遺跡の試掘調査

では、地表下 9米 か ら 10米 附近に遺構 こそはみ られ なか ったが黒灰色有機質

土層があ り、その層の下に地 山状のベ ッ ドをなる基層がみられるようであ る。

その場合、標高 5米 とい う微高地 の微地形は果 してどれは ど有効であるかが問
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題 となるだろう。

現在 の柱本の集落、すなわち淀川堤防敷 の北接外側では、標高 4.6米 前後で

あり、淀川河川敷は、標高 4.9米前後、枚方市出口では 4.2米 前後 をはか りど

ちらか といえば、淀川河川敷が最 も高 く、興味ある横断を示している。 いまだ

柱本集落の地な り、出日の地で深 く掘穿 したケースに立ち合 った ことがないだ

けに、果 してこの両地が厚 い淀川の准積砂層に覆われているか否かは不甥であ

るが、仮 りに、柱本遺跡の遺構が黒灰色有機上層に存す るものとす る時には、

標高は-5.1米 前後にある こととなり、縄文時代なり弥生時代の遺跡の低地性

としては、極端なもの となるのであ る。標高 5米 前後の現地形をた よりに、縄

文時代な り弥生 時代の地形を復原す るには、 10米 の厚 い堆積土砂を配慮せね

ばならず、む しろ今後の淀川低水路 整備事業の進捗 なり、大規模 なボー リング

をまって微地形を復原せね ばな らないものと考 えられ るのである。現在 のよう

な 5米 等高線の形成は、江戸時代の ことであろ うと思われ、 中世以前は、現地

表下 5米 の地 に中世以前の遺物が流入堆積 してい ることを思いあわすならば、

標高 0米 前後の地 に、地表 があ ったもの と推察 され るのである。

現在、低地にみられる著名 な森小路な り森の宮遺跡、 あるいは守国市長池遺

跡の場合、遺物 の包合層 は、現地表下 1～ 2米 前後であり、 この場合の弥生時

代集落の標高は、標高 l～ 2米前後であって、到底、本遺跡の深 さに及ばない

こととなるのであ り、現在発掘調査 のすすんでいる東大阪市瓜生堂遺跡の場合

でも、現地表下 3～ 4米 の深 さに遺構がみ られ るのであ って、やは り、弥生時

代 の遺構面が標高 1～ 2米 前後 の高 さに くることとなるのであ る。現在、府下

において知 られてい る遺跡、わけても縄文時代、弥生 時代の遺跡 は、ぶつ う最

も低 いと考えられ る遺跡で、 このように標高 l～ 2米前後の地点 か と考えられ

るのであり、僅かに森の宮遺跡の縄文時代遺物を包合する遺構面が、やや低い

か と思ゎれ る程度にすぎない。

柱本遺跡 の示す縄文時代・ 弥生時代 の遺構 面が果 してどこにあるのかが ここ

で改めて間い直 されねばならないであろ う。標高-5.1米 前後 の地点にみられ

る黒灰色有機質土層は、果 してこの時期に求 め られ る層位 といえるであろうか。
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今回の調査にあって、試掘坑内に明確に黒灰色有機質土層を検出 したのは、

第 3号 試掘坑であった。ただ、狭僑 な面積の うえ、盗 水・ 流入水の影響 もあり

さらには、試掘坑の鋼矢板のひずみもあって、多 くのこの層位 の上を採取検討

することはできなか ったが、現在 のところでは、 この層中からは、 1点 の遺物

を も検出 してお らず、縄文 。弥生 時代の層序 とす るには確 さを欠 くこととなる

のである。 しか し、過去 の低 /kB整備事業の進捗 の過程で発見 された縄文 。弥

生式上器などは、いずれも黒灰色有機質土層 の上が附着 してお り、 10米にも

わたって堆積 した土砂中に包合 されていた ものでないことを示 しているのであ

る。 もし、 こうした ことか ら、黒灰色有機質土層が もし、真実 こうした上器の

包合層 であるとす るならば、それは、や は り標高 -5米 前後に遺跡を求 めねば

ならない こととなるであろ う。

しか し、一方、第 1号試掘坑にみられた所見のように、淀川堤防敷 の方に地

山状ベ ッ ドが高 くなっている事実が指摘 されているが、今回の調査地点以外の

地 に、地 山の高い地点があり、その上に黒灰色有機 質土層をのせ る場合があり

そ うした地点か ら河道の変化にともない流出 し、再塩積す る場合 も考えねばな

らない場合 もあるであろ う。標高 -5米 とい う深度については、 こうした河道

中に属 し、のち、河道が他に移 り、その間に附近の高地の遺物包含層が流入 し

埋没 してい く過程 も一応 は考えね ばならないところであろ う。

いずれにせ よ、 この黒灰色有機質土層 をひろく調査 し、果 して遺物 を包合す

るか否かを十分検討するとともに、 この深い地にみられ る黒灰色有機質土層の

再堆積 についても層の形成を十分に検討 し、十分な成果を得 る必要があろ う。

ただ、一つ間頴 となるの〉ま、 この標高 -5米 の地点の黒灰色有機質土層が、遺

物包合層ではなく単に有機 質を合む土層であった として、他に高地があ り、そ

の地に同様な黒灰色有機質土層が存す る場合 を考えておかねばならない。 しか

し、それに しても、その場合、今回の試掘調査による限 り、中世 に、標高 0米

前後 まで、土砂が堆積 していった ことを示 しているのであり、大 きな凹地な り

堀状の河川形態を とっていた もの と思料 され るのである。調査の成果は大 きな

謎 を生み出 し、多 くの解決すべ き問題を生み出したのである。
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第 5章 試 掘 調 査 の 所 見

今回、試掘調査を実施 した地点は、 3地点、計 236平 方米 である。 いずれ

も、淀川北岸の、河道敷部に接 した地点を選んだものである。ただ、使用した

鋼矢板が 13米 の規格品であったため、掘穿の深 さがかなり制限 され、試掘坑

の全域を掘穿 しうるのは、ほぼ 8～ 9米 が限度であることが明瞭 となった。 ま

た、 この調査の過程で、試掘坑 の周囲に亀裂が入 り、 また 4周 に隅鋼矢板を使

用 しなかった ことか ら、隅部か らの流入土砂があ り、隅角外方に大 きな陥落を

生み出 し、試掘坑 に 2段 に支保梁を入れているにもかかわ らず、全体がね じれ

るという現象を呈 した。恐 らく、今後は、 25米鋼矢板・ 隅鋼矢板 を使用す る

ならば、 さらに深 く掘穿す ることが可能であると思われた。ただ、今回の調査

では、部分的にクラムを使用 し、 10米 にまで掘穿 したが、 この場合は、調査

関係者を試掘坑内に入れ ることは危険を感 じる状況であった。 こうした条件 の

中で行なわれた、各試掘坑 の所見を次に記 したい。

第 1号試頻坑

淀川北岸 (右岸 )堤防敷 より350米 、河道 より11米 の地点 に設定 した試

掘坑であり、 1辺 10米、 面積 100平 方米をはかる。本試掘坑 は、深 さ地表

下 8米 までを全域 下げた うえ、 中央部のみ 9.5米 まで掘穿 した。常に、 1,2

本のバーナカ 7L/ボ ンプを使用 した こともあって、流入水や温 水の排 出は比較的

容易であった。ただ、隅部か らの流入土砂が多 く、二隅の陥落が大 きく、 この

部分に上袋などを投入 し、一時的に流入土砂を とめることに成功 したが、次第

に陥落部が拡が り、調査上、若千検討を要することが指摘 された。

この試掘坑では、上部に黄務色砂層があ り、下部に青灰色砂層の存在がみら

れ ることが知 られた。地表下、 3.5米 までは、細かい准積層序 はみ られ るもの

の大局的には、 日常伏流水のみ られない土砂准積層であり、全 く遺物を含む こ

とがなかった。地表下 3.5米 以下、 8米 までの間は全域に、や は り細かい准積

土砂層がみられ るが、内に、若子の灯明皿や近世陶磁器を合むばか りであり古
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い遺物 の検出はみられなか った。ただ、鋼矢板の抜取 りにあたって堤防側にあ

た る一辺の鋼矢板 の下端に、黒色有機質土層、及び、地 山状 の黄裾色上の附着

がみとめられたのは注 目され るが、 中央部を 9.5米 まで掘 り下げた所見では青

灰色砂層であ り、 もう少 し、掘 り下げえた場合 には、 こうした黒色有機質土層

がひろが り、 さらに下層に地山状の黄褐 色土層の存在す ることが推測 されるの

である。

なお、 ここで注 目しておきたい事実は、鋼矢板 の打込みにあた って、東側

(上流偵1)辺、南側 (河道側 )辺 、西辺の南半部 (下流狽1河道 より )辺 の鋼矢

板 が比較的打 ちこみ易 く、容易に 13米 鋼矢板 の 12米 までを うち こめたのに

対 し、北側 (堤防側 )辺、西辺の北半部 (下流側晃防より )辺 の鋼矢板 の打込

みが著 しく困難であったことである。恐 らく、地山状の上層が北か ら南に、西

か ら東 に傾斜していた ことを物語 っているものと思われ るのであり、非常に重

要 な微地形にあたっていた ことを察知す ることができたのである。

本試桝坑にみられた、 35米を境 とす る黄裾色砂質土層 と青灰色砂質土層 と

のちがいは、過去 における淀川水位を示す ものかと考え られるが、現在の水位

は、 この試掘坑では 1.5米 位 のところにあ り、淀川のかな り長い期間の水位の

高きに もとず くもの と思われる。

本試掘坑 より出上 した遺物には、青灰色砂層中で も下半の、地表下 5米か ら

8米 に至 る間に灯明皿のはか、中・ 近世陶器や瓦器の発見があ り本来的な層位

の時間を示すもの と考 えられ るが、その上層では破れ国の古い土製竃がみ られ

るなど、一部に古い時期の遺物の再堆積 もみられ る。

第 2号試掘坑

淀川北岸 (右岸 )堤防敷 より320米 、河道 より5米 の地点に設定 した試掘

坑であ り、 1辺 6米、面積 36平 方米をはか る。本試掘坑の位置は、想定柱本

遺跡の西端にあたると思われ る地点であ り、建設省、大阪府教育委員会、高槻

市教育委員会が協議 して県存範囲 として定めた線 引きの最 西端にあた り、第 1

号試掘坑 の西方、約 100米 の地点にあた る。 この地点では、 さきに遺跡発見

時での所見では、 この地点の採集掘上げ土砂中に多数の縄文式上器の包合が知
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られてお り、縄文時代の遺構・ 遺物 の存在が十分推測 されることもあ り、各時

期の遺構 。遺物の堆積が認め られ る可能性がつよいものとして、試掘坑を設定

したのであり、併せて、保存すべ き遺跡のひろが りを十分に把握するためにも

必要 な試掘坑であった。

本試掘坑は、地表下 8.5米 まで掘 り下げたが、鋼矢板 の長 さがみじか く、 し

か も隅鋼矢板を使用 しないこともあって、流入水が多 く、 とくに鋼失板隅結合

部での流入水が大 きく、試掘坑の外周部に大 きな亀裂が入 り、全体に試掘坑の

ね じれが 目立ち、 これ以上の調査は不可能 となった。

本試掘坑の所見では、大 きくは黄褐色砂質土層 と青灰 色砂質土層の二層か ら

な りたってお り、そ うした意味で は、第 1号試掘坑 と変化 はなか った。ただこ

の試掘坑 の面積が狭いこともあ り、 中央部を さらに深 く掘 り下げることはいさ

さかむつか しいため、わずかに 1米 前後を部分的に掘 り下げたが、いずれ も青

灰色砂層 であ り、遂 に遺構の存す るであろう地山状 の上層にまでは到達 しなか

った し、その層に所在す るか と考えられ る黒色有機質土層 の准積 も確認はでき

なかった。

試掘坑 中にあっては、地表 より 4.5米 の深 さまでが黄褐 色砂質上層であり、

以下に、暗灰色 の粘土塊がみとめ られたが、 この層 中か らは、 1.5糎厚の炭化

物 を合む薄い層があり、遺物 の包合が推測 されたものの、ついに、 この範囲内

では検 出す ることはで きなかった。 この暗灰色の粘土層の下方 は、青灰色砂質

土層であ り、 さきにものべた ように、試掘坑第 1号 と同様 に、淀川の過去 の固

定的水位 を示す ものとして注 目される。ただ、現時点では、地表か らの深 さの

測定であり、基準高か らの深 さを計算 しおわった段階で十分に検討 したい。

本試掘坑では、発掘 しえた深 さが 8.5米 にすぎず、縄文式上器等を包合 して

いるであろ うと思われる地山状黄裾 色土層 な り、その直 上の黒色有機質土層に

まで到達 しえなか った こともあって、ついに遺物 の包合を正 しく認識す ること

はで きなか った。ただ、青灰色土層中の下部には、中世か ら近世に至 る陶磁器

を包合す るといった他の試掘坑の所見は、 この坑内にはみられず、 こうした遺

物 が、 この附近にまで及んでいない ことは知 りえたのであるが、上部にみられ
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た二 次堆積 と考え られ る遺物 の存在 もみ られず、 こうした遺物の流出がこの地

点 にまで及ん でいないことを知 うえたのであった。恐 らく、第 2号試掘坑を設

定 した この地点では、深い位置 に縄文時代 の包含層 をもつ として も、それ以降

の各期の遺物包含層はな く、ほ ゞ、弥生時代以降の本遺跡の西端にあたってい

ることを確認 したのである。

第 5号 試 堀 坑

淀川北岸 (右岸 )堤防敦 よう180米 、河道 よう23米北 によった地点に設

定 した試掘坑であり、 1辺 10米、面積 100平 方米 をはかるものである。本

試掘坑は、地表下 10米 までを掘穿 し、比較的詳細 な資料 を得 ることができた

が、やは ♭、鋼 矢板の短 い事が大 きな支障 を生 むこととな った。本試掘坑では

ほ H全面的 に 9.0米 政でひろげることがで きたが、一部中央部のみを 10米 衰

で掘穿 しえたのである。

本試掘坑の層序は、黄裾色砂質土層 と言灰色土層、黒色有機質粘土層、黄裾

色土層か らなってい る。地表下 3.5米なでは黄裾色砂質土層 であ り、 こなか く

は細層がい くつ もみ とめ られるが、一括 して、 1層 とみ ることができるもので

あった。黄褐色砂質土層 の下方には、青灰色砂質土層がつづ くが、その厚みは

5.5米 あ つ、地表下 9米までが、本層位であった。本層位の間層 として、地表

下 5,0米の深 さで暗灰色粘土層がみ とめ られたが、 この粘土層は、塊状の もの

で あって、厚 さ 15糎か ら20糎 をはか ったが、遺物は層中か らは検出で きな

かった。 しか し、 この粘土層の存在 rcょ って、青灰色砂質土層は上、下に区別

できることとな つ、上層か らは近世陶磁器が発見 され、下層か らは土師器や瓦

器な ど中世、 あるいはそれ以前に遡 る遺物の包含 され ることが明白となった。

恐 らく、上部青灰色砂質土層 と下部青灰色砂層 との間には、堆積 にかなうの時

間差が あるのではないか と考え られた。上部青灰色砂質土層に含 衰れる遺物は

〈らわ んか茶坑 などの遺物が多 く、再堆積遺物や投棄された遺物 も多 く注 目を

ひいた。

こうした、細分すれば 3層 に分別 しうる青灰色砂質土層 の下方、 すなわ ち、
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地表下 90米の深さに、黒灰色粘土層の存在がた しかめ られた。 この黒色灰粘

土層 の層厚 はかな つ厚 いものであり、ほ ゞ1米近いものと思われた。 この層 中

には、土器などの遺物 は現在の狭 い範囲の調査では発見 されていないが、梅 な

どの種子や炭化物の検 出をみた。なか、 この層の下方は黄裾色土層であつ、現

在、 1種の地山状 のベ ッ ドと考 えられ るものであつた。

本試掘坑にかいてみ られた地表下 3.5米 の位置でみ られ る黄褐色砂質土層 と

青灰色砂質土層 の変化は、やは つ、他の 2試掘坑 と同様、淀川の水面を示す も

のとして注 目され るものであり、 この遺跡全般を通 じてみ られるものであるこ

とを暗示 している。いずれにせ よ、本試掘坑は、柱本遺跡 として一時保存 を協

議 し、決定 をみた範囲の中央部 に近いが、かそ らく、前章で ものべた ように、

柱本遺跡の位置が、微高地の先端部に立地す るものとみ るな らば、遺跡の北隈

rC近 い位置 を占めるものか とも考え られ、地下 9米の位置 に厚 ぐ存在す る黒灰

色有機質土層 との関連や、地山状ベ ッ ドに遺構 。遺物をみ ないことも、そ 多し

た地点 であることを反映するものか とも思え るのである。

今回、試掘調査の対象 となった 3地 点は、遺跡の西限を確認する 目的 と、遺

跡の 1劃 と考え られる地点 の遺物・ 遺構の実情を 多かが う目的 で 3地点 をえ ら

び、 しか し、河道に近い地点での条件 を多かが 多ために、その位置を十分考慮

しなが ら設定 したのであった。その結果、縄文時代を除 く、以降の時期 の遺物

は、第 1・ 3号地点にはか られるが、第 2号地点 にはみ られず、ほ ゞこの地点

に、遺跡の西端があるものか と推測され るに至 つ、協議 の結果 の保存範囲の正

しさが改めて確認 されたのである。ただ、縄文時代の遺構 。遺物が今回、手掛

うが全 くな く、なか、保存範囲の外方にひろがることも十分に考え られたので

ある。他の第 1、 第 3号地点 の所見 では、遺構の発見 こそみ られないものの地

山状ベ ッドの上に、黒灰色粘土層 を基盤 とす る層位が あ り、その上部に平均に

約 9米の堆積を もつ砂層 のあることが判明 し、地表下 3.5米前後の層色の変更

―すなわち黄裾 色か ら青灰色へ移行する深さ―に水位 を示す ものがあると考え

られ るに至 ったのであ り、淀川水位が常に地表下 35米 の深さにあることを暗
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不 しているのであった。

ところで、堆積砂層の 多ちの青灰色砂質土層は、ほ 資2層 に分別す ることが

できるのであって、時には、暗灰色粘土層が介在するな り、若千の層色、層を

形成す る砂粒の大小などの相違点 もあって、 この差は明確である。 この青灰色

砂層 の上層 では、 くらわんか茶坑をは じめ、近世 よう江戸時代 よつ明治初年 に

なで至 る陶磁器が含なれてか つ、下層では土師器な つ瓦器、朱磁 など、平安時

代 よう中世 に及ぶ遺物 を主 として包含 している。

淀川の基盤層 と思われる地山状ベ ッ トは、遺構な つ遺物 が所在 した として も

河道 の変遷のたびに削平され、失 なわれ る可能性 も強 く、 なた現実に鋼矢板の

短い こともあって十分に検討する ことができなか ったが、 この地山上 に、所に

よつ厚みは異 るが黒灰色有機質粘土層 の堆積がみ られ、植物の種子、炭化物 を

多 〈含んでいることが明 白であり、淀川河道の変遷に ともない時には草地化 し

た り、溜状凹地 となった り、種 々の変遷がみ られた ことは、 この層位が よく示

してい るので ある。ただ、狭い調査面積 の中では、 この層位か ら遺物の検 出は

みないが、既発見の多 くの遺物の中、縄支式土器、弥生式土器、古墳時代土器

な ど、各時期の遺物がみ られるだけに、 これ らの存在す る層位 は、現在 の知見

では、地表下 10米前後の位置にある黒灰色有機質粘土層以外にはないものと

考え られ るのである。

調査 を実施するにあた つ聞書 き したところでは、地表下 5～ 6米位 の位置か

ら遺物が発見 され るよ多に聞かされたため、 13米 の鋼矢板 で十分な調査成果

が得 られる もの と考えたのであるが、 今回の調査の成果 ではt地表下 10米前

後 になで、十分 な広さで もって発掘 できるような長大 な 25米規格 の鋼矢板を

使用す る必要のあることが粥白となつたのである。現在、水深 7米前後まで砂

利採取が行 なわれ、力大 な遺物を出 したが、 この最深の水面下 7米の深さこそ

地表面 10.5米 の位置にあた つ、その深さの故にこそ、里灰色有機色粘土層が

削 られるのであって、内に包含され る、縄文時代 ま♭平安時代 に及ぶ遺物が含

衰れてい るものと思われるのである。

遺跡のひろが うなり、層位～遺物 の包含状況な ど、種 々の知見 をえた し、淀
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川の水位な り、流路について も各種 の資料 を得たが、 なか、今後、 25米 鋼矢

板を利用 し、隅鋼矢板 を用い、数段 の支保梁 を施 し、 さ らに、 さきに調査 の手

法にのべた工法 を併用することに よって、さ らに深 〈なで、試掘坑内全域を詳

細に調査す ることは可能 と考え られるに至 った。排水 lrcっ ぃてはすでに現況で

十分であることが知 られているので、今後は面積 をひろげることrCつ ぃて も、

排水は′ヾ―チカルポンプで施工 しうることが予測されるので ある。

その結果、淀川河床下 に存す る遺構・ 遺物について、平地にかけると同様な

調査 を行い 少る日が来 るもの と思われ、 古代集落が、眼前に顕現す るもの と思

われ るのである。

第 6章  要   説

柱本遺跡は、淀川低水路整備事業の進展に ともない発見された遺跡である。

工事中、発見 された遺物や、今回の調査 で検 出された遺物 には、縄文 時代、弥

生時代、古墳時代、奈良時代をは じめ、平安時代、鎌倉時代、室町時代 をへて

江戸時代に至 る各時期の遺物があり、極 めて長期間、営なれた集落跡 で あるこ

とを如実に示 している。遺物の種類 も、縄文式土器 か ら江戸時代 になで至 る土

器や陶磁器 をは じめ、教多い中国陶磁などの容器類が多 く、下駄や櫛 などの木

製品、 あるいは直刀などの鉄製品や、人骨、獣骨の発見が相ついで碁 ♭、質的

に も非常にす ぐれた集落跡であることを示 している。

組文時代の集落跡は、北摂には非常に少い上、その発見遺物量 も極めて少い

現時点にかいて、本遺跡 の発見 は重要 な意味をもつ。 しか も、既往の遺跡の立

地が北摂 山塊 に接する地点 に分布す るのに対 し、かほ ど低い立地に占地す るこ

の時期の遺跡は十分注 目に値す るで あろ う。低地性遺跡 の多い弥生時代の遺跡

群 にあ っては、生産の基礎構造が水稲農耕 にあるだけに、本遺跡のような立地

は しば しばみ られ るところであるが、それに しても、かほ ど低地性 の遺跡は少

い。た しかに、本遺跡は、標高 5米前後の等高線 の上 に現地表があるが、遺物

包含層 な り、ベースになる地山状土層は、 この地表 よう更に 9～ 10米 も低 〈

現在 の淀川の水位 ようも、かな つ深 い位置 rc横 たわ っている。この事実は、淀
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川の流路 な り、各時期の水位、時 には洪水な どを考え る上に重要 な役割 ♭を も

つ ことになるだろ う。遺物包含層や地山状のベ ッ トの うえには、幾層 もの上砂

の堆積がみ られ、 また、下方にも同様の堆積が あり、淀川の水 との戦 いと受難

の歴史がそこには堆積 しているのである。そ こには、 こうした史的な解明が、

次第に調査 の過程で明白になってくるであろうことが暗示されているのである。

今回の試掘調査 は、その性格上、調査面積が乏 しく、 しか も、 2試掘坑が遺

跡の西隈にあた り、 1試掘坑のみが直接本遺跡 の性格 を示す内容 をもつにす ぎ

ないのであるか ら、集落の構造の変化なつ、かかれた環境の変化 を如実に示 し

うる段階 rcま では至 らなか った。

小さな試掘坑ではあったが、多 くの知見 と多 くの問題点 を提起 し、多 くの解

かねばな らない事実 を生 み出 した。柱本遺跡の内容は、縄丈時代か ら古墳時代

までの遺物 が既に工事中多数発見されなが ら今回 の調査坑か らは 1点 も発見さ

れなか った。少 〈とも、本格的な遺構は、一層深 い層位に あるか～ よう上流に

求 められ るかのいずれかであろ う。

いずれにせ ュ、今回の調査 で、本遺跡にあっては長尺の鋼矢板 を利用すれば

発掘調査 は河川敷内のいずれの地で も行いうることが明白となった。今後の低

水路整備事業用地 は、 この問題の標高-5米 前後 の地層を破壊掘穿 して工事が

施工され る うえ、 高水敷 として、現在計画では公園として整備 され る堤防直下

の地は、 しば ら〈は高水敷 として利用される ものの、末来 にあっては、計画流

水量 の変更を生ず る場合が考え られ ることがすでに予測され ている現在、決 し

て安心 しうるものではないのである。今後の計画的な発掘調査 と十分な遺物の

採集計画をもち、着実に資料 を積み上げ ることにとって、本遺跡の性格は よう

充実 し、 明確 なもの となるだろ少。

最近、淀川低水路整備事業に ともなって、高槻市番田遺跡、寝屋川市仁和寺

遺跡、 守 口市八雲遺跡、守 国市橋寺遺跡、大阪市赤川寺跡 などの遺跡が発見さ

れてか♭、 いずれ もが、本事業 の進捗に ともなって姿 を失 う事態を迎えている。

十分 な調査 と、採集 の態勢が配慮 され ることが、必要 となっているのであり、

彼我 の対照 によう淀川の歴史が明 らかになって くるものと思われるのである。
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第 3号地点近景 。発掘状況
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第 3号地点・ 6.5留 坑底

第 3号地点・ 65靱 坑底
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柱本遺跡 。弥生 式上器

柱本遺跡・ 弥生式上器
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柱本遺跡 。古墳時代・ 奈良時代・ 平安時代土器
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